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 令和８年第１回総社市農業委員会総会議事録 

 

 

１  開会  令和８年１月９日（金）   午後１時３０分 

 

２  閉会  令和８年１月９日（金）   午後３時４８分 

  

３  場所  総社市役所６階 会議室６０２，６０３ 

 

４  出席または欠席した農業委員 

    出席  １４人 

         ２番  守安 淳市            ３番 秋山 陽太郎（農地担当）      

４番 定井 正雄（会長）        ５番 中村 安行             

６番 友野 伸樹            ７番 能登谷 和正（会長代理） 

８番 仮谷 昌典            ９番  若林 勤 

１０番 在間 洋則           １１番 渡邉 豊 

１２番 小原 弘            １３番 奥山 弘志 

１４番 渡邊 則文           １５番 小西 忍 

欠席   １人 

     １番 林  眞理 

 

５  出席した農地利用最適化推進委員 

    出席  １５人 

石尾  弘   海野 宏道   茅原 弘和   最相 信雄   髙尾 郁夫   

武田 治紀   永野 直樹   赤木 謙介   大森 安男   澁江 隆司     

長代 悦和   杉岡 賢二   劎持 孝明   髙谷 幹晴   藤井 久美 

 

６  職務及び説明のため出席した者の職氏名 

    農業委員会事務局 

局長 中山 知輝  次長 石川 浩二  主任 新谷 紗季子  主事 角田 祥 

農林課 

     係長 小林 志織  主事 小林 直輝 

 

７  議事録署名委員 

     ６番委員  ７番委員 

 

８  本日の議事日程 

   第１ 議事録署名委員の指名 

   第２ 会期の決定 
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   第３ 付議事件 

    議案第１号 農地法第３条の規定による農地等の許可申請について 

    議案第２号 農地法第４条の規定による農地等の転用許可申請について 

議案第３号 農地法第５条の規定による農地等の転用許可申請について 

議案第４号 農地転用事業計画変更承認申請について 

議案第５号 総社市所有公共用財産の用途廃止申請に伴う意見について 

議案第６号 農地利用集積等促進計画について 

議案第７号 農地利用集積等促進計画について 

報告第１号 農地法第３条の３の規定による農地等の相続等の届出の受理の決定について 

報告第２号 農地法第４条の規定による農地等の転用届出の受理の決定について 

報告第３号 農地法第５条の規定による農地等の転用届出の受理の決定について 

   第４ その他 

 

 ９ 付議事件及びその結果 

原案どおり可決   

 

１０ 議事経過の概要 

次のとおり 
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   開会 午後１時３０分 

 

 

（会長）   それでは，只今より令和８年第１回総社市農業委員会総会を開会いたします。 

只今の出席は，農業委員が１４名，１名欠席です。そして農地利用最適化推進委員が

１５名です。農業委員会等に関する法律第２７条第３項に規定する在任する委員の過半

数が出席しております。よって総会が成立していることを報告します。 

本日の議事日程は，皆様のお手元に配布しております日程表のとおり進めてまいりま

す。皆様のご協力をよろしくお願いいたします。次に，総会での注意事項について申し

上げます。発言される場合は必ず挙手をし，議席番号を言ってから発言してください。

やむを得ず離席する場合は必ず許可を得るようにしてください。携帯電話は電源を切る

かマナーモードにするようお願いいたします。 

（会長）   日程第１ 議事録署名委員の指名を行います。議事録署名委員は，総社市農業委員会

会議規則第３３条の規定により，６番委員，７番委員を指名いたします。 

（会長）   次に，日程第２ 会期の決定を行います。本総会の会期は，総社市農業委員会会議規

則第５条の規定により本日１日限りと決定いたします。 

（会長）   次に日程第３ 付議事件の審議に入ります。秋山委員，審議をよろしくお願いします。 

 

 

 【議案第１号 農地法第３条の規定による農地等の許可申請について】 

 

（農地担当） それでは，議案第１号，農地法第３条の規定による農地等の許可申請について議題と

いたします。 

それでは，事務局お願いします。 

（主事）   【議案第１号 農地法第３条の規定による農地等の許可申請について朗読】 

 

【受付番号９０番】 

 

（農地担当） それでは９０番，東阿曽の件につきまして，地元委員の説明をお願いいたします。 

（武田委員） この農地は数年前まで，●●さんが所有していまして，受人のお父さんが何十年も耕

作しておりました。●●さんが亡くなったら，受人のお父さんに贈与すると約束してい

た農地でしたが，●●さんが亡くなり，甥の●●さんが相続し，昨年，その●●さんが

亡くなってその農地を奥さんが相続しましたが，税金などの負担が困るので，受人のお

父さんに少しでもお金に変えられないかという相談があり，売買契約をして名義を今回

変えることにしました。お父さんも●●歳なので，家族●人で●●ほど稲作をしている

子の名義にすることになりました。 

近隣の農地や水利の関係から，受人に今までどおり耕作してもらうことが良いと思い

ますので，ご検討のほどよろしくお願いいたします。 

（農地担当） この件につきまして，何かご質疑，ご意見ございませんでしょうか。 
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（委員）   なし。 

（農地担当） それでは採決いたします。 

９０番を許可することにご異議ありませんか。 

（委員）   異議なし。 

（農地担当） 異議なしと認め，９０番は許可されました。 

 

【受付番号９１番】 

 

（農地担当） 続きまして９１番，原の件につきまして，地元委員の説明をお願いいたします。 

（４番委員） 申請地については，以前から受人の方が耕作をしておられました。今回，売りたいと

いうことですけれど，受人のすぐ目の前ということで前々から受人が耕作をしておりま

して，非常に地域としたら助かっております。自宅前なので綺麗に管理されておりまし

て，問題のない案件と思っておりますので，どうぞよろしくお願いをいたします。 

（農地担当） この件につきまして，何かご質疑，ご意見ございませんでしょうか。 

（委員）   なし。 

（農地担当） それでは採決いたします。 

９１番を許可することにご異議ありませんか。 

（委員）   異議なし。 

（農地担当） 異議なしと認め，９１番は許可されました。 

 

【受付番号９２番】 

 

（農地担当） 続きまして９２番，槙谷の件につきまして，地元委員の説明をお願いいたします。 

（１０番委員）この案件は，●●●という会社があったのですが，その息子●●●の母が所有されて

いました。受人はご主人が●●●●●，妻は日本人で●●の方だと思います。岡山に住

みたいということで，去年この家を●●さんが相続されて名義を変えられたのですが，

田んぼの隣に住宅地として田へ入る進入路があったのですが，それが宅地として許可を

されて，この方が購入されたのですが，北側に田が７反ほどの田があるのですが，その

中に●●さんの田もあります。そこを進入したらいけないと言われたら田に入れません。

このことで話をしたら問題ありませんとのことでした。いずれは１反ほど稲作をしたい

と言われていました。機械はありません。草刈り機のみです。宅地の中に畑があるので

すが，それを耕作したい。●●●●●●がカメムシの予防とかするので，ヘリコプター

を飛ばすので，許可できますかと言ったら大丈夫です。ここの奥さんは人が良さそうで，

全部の条件をのんでさせてください。よろしくお願いいたします。 

（農地担当） 事務局から，補足をお願いいたします。 

（主事）   渡人と話をする機会がありましたので，補足させていただきます。 

       受人の方につきましては，現在●●●に住んでおられるのですが，農業をしながら田

舎で暮らしたいということで，夫婦で引越してくるという話がありました。申請地の南

側に渡人が所有している宅地があるのですが，ここが空き家になっていて，ここに住ま
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われて，かつ申請地を取得しまして，農業を営みたいということの意向であります。 

（農地担当） １０番委員からも説明がありましたように，いずれは農業という話なのですが，小さ

な農地からという申請であります。 

       この件につきまして，何かご質疑，ご意見ございませんでしょうか。 

（１２番委員）申請地の番地が離れているのですが，●●●●は進入路。●●●●を処分したいとい

うことですか。 

（主任）   ２筆とも贈与するものです。 

申請地は離れているように見えるのですが，片方の地番が圃場整備によるもの現状は

隣接している農地になります。●●●●の登記地目は田になっていますが，現況は畑に

なっています。 

（農地担当） 他にありませんか。 

（委員）   なし。 

（農地担当） それでは採決いたします。 

９２番を許可することにご異議ありませんか。 

（委員）   異議なし。 

（農地担当） 異議なしと認め，９２番は許可されました。 

 

【受付番号９３番】 

 

（農地担当） 続きまして９３番，赤浜の件につきまして，地元委員の説明をお願いいたします。 

（２番委員） この案件は，所有権を移転するものであります。 

詳しくは地元推進委員の高尾さんからお願いします。 

（農地担当） 高尾推進委員，お願いいたします。 

（高尾委員） 渡人が●●さん，受人が●●さんです。渡人の●●さんは●●●に住んでいます。●

●には帰ってこないととから，今回の申請になったものであります。受人の方は仕事か

ら帰って草刈り，水入れをしています。農繁期には家族に手伝ってもらっています。機

械等の所有については，トラクターが２台，田植え機１台，コンバイン２台，軽トラ１

台です。父親が沢山お米を作っている状況であります。農作業歴１０年，作業従事日数

も問題ありません。周辺農地への環境も問題ありませんので，よろしくお願いいたしま

す。 

（農地担当） この件につきまして，何かご質疑，ご意見ございませんでしょうか。 

（委員）   なし。 

（農地担当） それでは採決いたします。 

９３番を許可することにご異議ありませんか。 

（委員）   異議なし。 

（農地担当） 異議なしと認め，９３番は許可されました。 

 

【受付番号９４番】 
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（農地担当） 続きまして９４番，清音上中島の件につきまして，地元委員の説明をお願いいたしま 

す。 

（１２番委員）申請地は，隣接農地を受人の方が耕作されていいます。このようなことから今回の申

請になったものです。受人の営農状況については問題ありませんので，よろしくお願い

いたします。 

（農地担当） この件につきまして，何かご質疑，ご意見ございませんでしょうか。 

（委員）   なし。 

（農地担当） それでは採決いたします。 

９４番を許可することにご異議ありませんか。 

（委員）   異議なし。 

（農地担当） 異議なしと認め，９４番は許可されました。 

 

【受付番号９５番】 

 

（農地担当） 続きまして９５番，上林の件につきまして，地元委員の説明をいたします。 

（２番委員） 所有権を移転する案件であります。 

申請地は●●●●●●の西側になります。渡人と受人は親戚になります。今回の申請

地は，北側が駐車場，東が畑，南，西が受人の所有地になります。 

今回，●●●が新築されますが，その関係で，受人の土地を少し分けたようです。苗

床を作るのに手狭になったことから，今回の申請になったものです。受人の方は大規模

に農業をされていることから問題はありません。 

よろしくお願いします。 

（農地担当） この件につきまして，何かご質疑，ご意見ございませんでしょうか。 

（委員）   なし。 

（農地担当） それでは採決いたします。 

９５番を許可することにご異議ありませんか。 

（委員）   異議なし。 

（農地担当） 異議なしと認め，９５番は許可されました。 

 

【受付番号９６番】 

 

（農地担当） 続きまして９６番，赤浜の件につきまして，地元委員の説明をお願いいたします。 

（２番委員） 所有権の移転の申請であります。 

詳しくは地元推進委員の高尾さんからお願いします。 

（農地担当） 高尾推進委員，お願いいたします。 

（高尾委員） 申請地は●●から東側の畑になります。 

渡人の方は市外に住まわれており●●へは帰ってこないことから，今回の申請になっ

たものです。渡人から受人の方へ無償で譲渡するものであります。受人はこれまでどお

り畑として利用するとのことであります。受人は機械も所有しています。農作業の従事
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日数も問題ありません。申請地周辺は畑として利用していることから，周辺農地への影

響はありませんので，審議のほどよろしくお願いします。 

（農地担当） この件につきまして，何かご質疑，ご意見ございませんでしょうか。 

（委員）   なし。 

（農地担当） それでは採決いたします。 

９６番を許可することにご異議ありませんか。 

（委員）   異議なし。 

（農地担当） 異議なしと認め，９６番は許可されました。 

 

【受付番号９７番】 

 

（農地担当） 続きまして９７番，宿の件につきまして，地元委員の説明をお願いいたします。 

（６番委員） 申請地は，●●から南東３００メートルの所にある農地です。 

受人は申請地の北側の中古住宅を購入し移住してきます。このようなことから 

今回の申請になったものです。地元としては問題ないと思います。 

詳しくは地元推進委員の髙谷推進委員からお願いします。 

（農地担当） 髙谷委員，お願いします。 

（髙谷委員） 以前から桃を作られていた農家の方なんですが，旦那さんが亡くなられて，奥さんは

東京に行かれまして空き家になっています。その空き家の前に３畝ほどの田が単独であ

ります。周辺の農地へは影響ないものと思われます。 

よろしくお願いいたします。 

（農地担当） 受人のエリアであります５番委員，何かあればお願いいたします。 

（５番委員） 受人は申請地へ野菜を作付けする予定です。 

       耕運機などは所有していません。 

（農地担当） この件につきまして，何かご質疑，ご意見ございませんでしょうか。 

（委員）   なし。 

（農地担当） それでは採決いたします。 

９７番を許可することにご異議ありませんか。 

（委員）   異議なし。 

（農地担当） 異議なしと認め，９７番は許可されました。 

 

【受付番号９８番】 

 

（農地担当） 続きまして９８番，秦の件につきまして，地元委員の説明をいたします。 

（８番委員） 申請地は，登記地目が田になっていますが，現場はブドウハウスを建ててブドウを栽

培しています。以前から，受人が流動化によりブドウを栽培していましたが，今回，申

請地を購入することになったものです。受人は営農もされており地元として問題はあり

ません。 

（農地担当） 大森推進委員お願いいたします。 
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（大森委員） 受人の方は，新規就農者でブドウをメインとした農家の方です。自作地は約５反，借

入地が５反で，そのほとんどでブドウを栽培しています。どの農地も管理されています。 

       地元としても何ら問題はありませんので，よろしくお願いいたします。 

（農地担当） この件につきまして，何かご質疑，ご意見ございませんでしょうか。 

（委員）   なし。 

（農地担当） それでは採決いたします。 

９８番を許可することにご異議ありませんか。 

（委員）   異議なし。 

（農地担当） 異議なしと認め，９８番は許可されました。 

 

 

【議案第２号 農地法第４条の規定による農地等の転用許可申請について】 

 

（農地担当） 続きまして議案第２号，農地法第４条の規定による農地等の転用許可申請について，

を議題といたします。それでは，事務局より説明をお願いいたします。 

（主事）  【議案第２号 農地法第４条の規定による農地等の転用許可申請について朗読】 

 

【受付番号１３番】 

【農地法第５条 受付番号４５番】 

 

（農地担当） それでは１３番，久代の件ですが，９ページ第５条の４５番と関連がありますの 

で，一括審議とさせていただきます。 

       現地調査の報告をお願いいたします。 

（８番委員） 令和８年１月５日に現地調査を実施しました。会長，１０番委員，杉岡委員，私と事

務職員の５人で実施いたしました。                                                                       

１３番の現況ですが，申請地の地目は田となっていますが，倉庫とカーポートが建っ

ており地上げをされていました。東が道路，西が畑，南が畑，北が宅地であります。 

       続きまして，４５番でありますが，住宅が建つ申請地の現況は畑であります。東が道

路，西が畑，南が畑，北が宅地であります。農地転用することにより周辺農地への影響

はないと思います。 

（農地担当） それでは，地元委員からの説明をお願いいたします。 

（１１番委員）今回の申請は，土地所有者の子が自宅前の農地に家を建てるものであります。 

       申請するにあたり，１３番の土地に倉庫とカーポートがあったため是正するというこ

とで，４条申請があったものです。 

       ８番委員の報告にもありましたように，農地転用することによる周辺農地への影響は

ないものと思います。 

（農地担当） それでは，事務局より補足説明をお願いいたします。 

（主事）   農地区分ですが，市街地化が見込まれる区域として市街地に近接する区域内にあり，

おおむね１０ヘクタール未満の規模の農地の区域内にある農地ということで，第２種農
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地と判断しています。なお，４条の農業用倉庫，カーポートにつきましては是正案件の

ため始末書が提出されております。 

（農地担当） この件につきまして，何かご質疑，ご意見ございませんでしょうか。 

（１２番委員）４５番，受人の住所が違うのはなぜですか。 

（１１番委員）住民票の住所は異なっているのですが，実際には一緒に住んでいます。 

       住民票を変えていないだけです。 

（１２番委員）分かりました。 

（農地担当） 他に質問はありませんか。 

（委員）   なし。 

（農地担当） それでは採決いたします。 

１３番と農地法第５条の４５番を許可することにご異議ありませんか。 

（委員）   異議なし。 

（農地担当） 異議なしと認め許可されました。 

 

 

【議案第３号 農地法第５条の規定による農地等の転用許可申請について】 

  

（農地担当） 続きまして議案第３号，農地法第５条の規定による農地等の転用許可申請について，

を議題といたします。それでは，事務局より説明をお願いいたします。 

（主事）  【議案第３号 農地法第５条の規定による農地等の転用許可申請について朗読】 

 

【受付番号４３番】 

 

（農地担当） それでは４３番，黒尾の件について，現地調査の報告をお願いいたします。 

（８番委員） ３筆あるのですが，一括して報告させていただきます。 

現況は，東が田，西が道路と畑，南が畑，北が宅地です。数年前に地上げをした土地

であります。特に周辺農地への影響はないと思います。 

（農地担当） それでは，地元委員からの説明をお願いします。 

（石尾委員） 周辺の状況については，現地調査の報告のとおりであります。農地への影響ですが，

申請地は住宅用としてであります。用水路についても問題ありません。排水について沈

殿桝を設置し道路側溝へ接続します。生活雑排水については，合併浄化槽を設置し直接

排水しないようにします。日照，風道について平屋建てで全高５メートル程度であるこ

とから隣接農地への影響はないと思われます。土砂の流出について境界部分に土留めを

設置し盛土部分からの流出ないと思われます。よって，農地転用することにより周辺農

地への影響はないものと思われます。 

（農地担当） それでは，事務局より補足説明をお願いいたします。 

（主事）   農地区分ですが，甲種，第１種，第２種，第３種のいずれの要件にも該当しない農地

ということで，第２種農地と判断しています。 

（農地担当） この件につきまして，何かご質疑，ご意見ございませんでしょうか。 
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（委員）   なし。 

（農地担当） それでは採決いたします。 

４３番を許可することにご異議ありませんか。 

（委員）   異議なし。 

（農地担当） 異議なしと認め，４３番は許可されました。 

 

【受付番号４６番】 

 

（農地担当） 続きまして，４６番，下原の件について，現地調査の報告をお願いいたします。 

（８番委員） 申請地の裏が石垣のような状態であります。その石垣を上がった所の畑です。 

現況は，東が宅地，西は道路，南は宅地，北は畑です。転用した場合，特に周辺農地

への影響はないと思います。 

（農地担当） それでは地元委員からの説明をお願いします。 

（７番委員） 申請地につきましては，渡人の実家が空き家であります。その裏側の土地になります。 

       詳細は，澁江委員からお願いいたします。 

（澁江委員） 申請地ですが，渡人の実家の隣に住む方，今回の受人が実家を購入したいということ

であります。渡人も管理に困っていたので，申請地は先ほども説明がありましたが，実

家の裏になります。受人は実家と申請地を購入したいということです。取得後の利用で

すが，物干し場として利用することから問題ありません 

       よろしくお願いいたします。 

（農地担当） それでは，事務局より補足説明をお願いいたします。 

（主事）   農地区分ですが，市街地化が見込まれる区域として市街地に近接する区域内にあり，

おおむね１０ヘクタール未満の規模の農地の区域内にある農地ということで，第２種農

地と判断しています。 

（農地担当） この件につきまして，何かご質疑，ご意見ございませんでしょうか。 

（委員）   なし。 

（農地担当） それでは採決いたします。 

４６番を許可することにご異議ありませんか。 

（委員）   異議なし。 

（農地担当） 異議なしと認め，４６番は許可されました。 

 

【受付番号４１番】 

【農地転用事業計画変更承認 受付番号２番】 

 

（農地担当） それでは４１番，真壁の件ですが，１１ページの議案第４号の事業計画変更と関連が

ありますので，一括審議とさせていただきます。それでは，現地調査の報告をお願いい

たします。 

（８番委員） 申請地は，道路まで地上げをされている農地になります。 

申請地は畑で何もない状態です。 
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東が畑，西が道路，南が田，北が駐車場です。申請地に防火水槽や地中に用水路の配

管があるような状態でありました。 

（農地担当） １１ページの計画変更について事務局から説明をお願いいたします。 

（主事）   事業計画変更承認申請につきましては，経緯が複雑になりますので詳細を説明させて 

いただきます。事業計画変更承認申請の当初転用事業者である●●が，平成１２年３月

２９日付けで，店舗の新築を転用目的とした農地法第５条の規定による農地転用許可を

受けていました。今回の事業計画変更承認申請の内容といたしましては，当初の転用事

業者である●●から●●に変更になるものであります。変更後の転用事業者が●●にな

るのですが，経緯としましては，当初転用申請時に●●の代表者の変更や収支の見直し，

今回，店舗を建てた後の収支が実際の計画に合わなかったことなどから，当初の転用計

画が中断となっていたものであります。この度，同業であります●●で承継を行うこと

になったものであります。承継後の転用目的といたしましては，当初目的と同様の店舗

の建設になります。今回のケースは，特殊なのですが通常農地転用計画が中断する場合

は，取り止めの手続きになるのが妥当なのですが，平成１２年の許可日以降に所有権移

転が行われていまして，所有権移転を戻すことが困難であり，当初の許可処分地と今回

の設定する権利が所有権移転から賃借権の設定になります。権利設定も異なることから，

岡山県へ相談したところ当初許可処分の承継となる事業計画変更承認申請に加えて，法

第５条許可申請を行う必要があるとことになりました。現在の進捗状況については，１

１ページの変更前の事業計画に従った実施状況の欄に記載しております擁壁，造成工事

完了。防火水槽，排水工，桝工，蓋掛工及び農用桝・農用管設置済みこのような具合に

なります。当初転用計画時に先ほど述べました工事が完了していますので，農地の状況

といたしましては歪な状態になっているということであります。 

（農地担当） それでは，地元委員からの説明をお願いいたします。 

（５番委員） 事務局からの説明のとおりであります。 

予定建物は，全高６．８メートル程度のもので南側に農地がありますが，境界から３

メートル離した所に建てるので，日照，通風の影響はありません。土砂の流出等につい

ては土留めをされているので問題はありませんのでよろしくお願いいたします。 

（農地担当） それでは，この件につきまして，何かご質疑，ご意見ございませんでしょうか。 

（８番委員） この案件は，申請地に防火水槽が１基と農業用用水路が埋設されています。この状態

で，条件付きであれば売買できるのですか。 

       防火水槽は行政が買うなり，防火水槽を設置した者が取得するのかと思いまして，現

地調査時に疑問に感じたものです。 

（主任）   申請地ですが，当初の申請時に防火水槽を設置する申請があったみたいです。防火水

槽を含めて当初転用事業者へ所有権移転されています。今回の申請は所有権移転ではな

く，賃貸借の申請であります。借人もそれらを踏まえての賃貸借契約であると考えてお

ります。 

（８番委員） 分かりました。 

       防火水槽は，当初転用事業者が設置したということで，行政のものではないというこ

とですね。 
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（主任）   そのような申請がされています。 

（８番委員） 分かりました。 

（農地担当） 他にありませんか。 

（委員）   なし。 

（農地担当） それでは，事務局から補足説明をお願いいたします。 

（主事）   農地区分ですが，おおむね１０ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にある農

地ということで，第１種農地と判断しています。例外許可規定として，集落に接続して

設置される施設を適用しています。 

（農地担当） それでは採決いたします。 

４１番と議案第４号の２番を許可することにご異議ありませんか。 

（委員）   異議なし。 

（農地担当） 異議なしと認め，４１番と議案第４号の２番は許可されました。 

 

【受付番４２番】 

 

（農地担当） それでは４２番，福井の件についてでありますが，●●さんが利害関係人であります

ので退室をお願いいたします。 

 

                  【利害関係人退室】 

 

（農地担当） それでは福井の件につきまして，現地調査の報告をお願いいたします。 

（８番委員） 申請地の状況ですが，東が田，西が宅地，南が宅地，北は宅地，農地ではありません。

農地転用した場合，周辺農地への影響はないと判断しております。 

（農地担当） それでは，地元推進委員からの説明をお願いいたします。 

（茅原委員） 申請地は分家住宅で使用貸借での農地転用であります。 

貸人と借人は親子であります。 

申請地は畑となっており，野菜等が作付けされています。 

申請地は，住宅，物置，駐車場として利用する計画であります。申請地の東に田があ

りますが，それ以外は宅地に囲まれており，申請地に家が建つことによって周辺農地へ

の影響はないものと考えます。被害防除計画により申請地からの雨水，処理水について

も問題はありません。地元としても問題ない案件と思いますので，よろしくお願いをい

たします。 

（農地担当） それでは，事務局より補足説明をお願いいたします。 

（次長）   農地区分ですが，市街地化が見込まれる区域として市街地に近接する区域内にあり，

おおむね１０ヘクタール未満の規模の農地の区域内にある農地ということで，第２種農

地と判断しています。 

（農地担当） この件につきまして，何かご質疑，ご意見ございませんでしょうか。 

（委員）   なし。 

（農地担当） それでは採決いたします。 
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４２番を許可することにご異議ありませんか。 

（委員）   異議なし。 

（農地担当） 異議なしと認め，４２番は許可されました。 

 

                  【利害関係人入室】 

 

【受付番４４番】 

 

（農地担当） それでは４４番，宿の件について，現地調査の報告をお願いいたします。 

（８番委員） ４４番，宿の周辺状況ですが，申請地は田でありました。東が道路，西が田，南が田，

北が田です。申請地は田に囲まれた道路沿いの場所になります。 

転用した場合，周辺農地への影響はないものと判断しています。 

（農地担当） それでは，地元委員からの説明をお願いいたします。 

（６番委員） ４４番について説明をいたします。 

申請地は●●の西側にある農地であります。 

貸人と借人は，親子関係になります。 

地元としては問題ない案件と思います。 

（農地担当） 髙谷委員お願いいたします。 

（髙谷委員） 申請地の状況につきましては，報告のとおりであります。 

       用水につきましては，東側に用水があります。その道路に沿って水路がありますので，

そこから西の田へ入るようになっていますので，問題ないと思います。 

       申請地からの雨水排水につきましては，申請地内に桝を設置し排水。また，生活雑排

水については公共下水へ排水するようにしています。日照，通風につきましては，高さ

６メートル程度の建物で，北側境界から１．２メートル，西側から６・３５メートル離

れていことから支障ないものと思われます。土砂等の流出については境界にコンクリー

トブロックを設置することから問題ありません。 

       以上のことから，農地転用することによる周辺農地への影響はないものと思いますの

で，よろしくお願いをいたします。 

（農地担当） それでは，事務局より補足説明をお願いいたします。 

（主事）   農地区分ですが，市街地化が見込まれる区域として市街地に近接する区域内にあり，

おおむね１０ヘクタール未満の規模の農地の区域内にある農地ということで，第２種農

地と判断しています。 

（農地担当） この件につきまして，何かご質疑，ご意見ございませんでしょうか。 

（１４番委員）道路から西に入って来る所，この幅がいくらなのか。道路に面している水路から田へ

水を入れるようになるのですが，作物の栽培への影響，農機具の搬入について心配なの

ですがいかがでしょうか。 

（髙谷委員） 現場を確認しましたが，用水については問題ないと思います。農業も親子でされてお

りますが，現在，息子が主となってしている状態であります。        

（農地担当） 申請書から進入路の幅は，約２メートル程度になっています。 
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（１４番委員）南側農地との間に畔があると思います。それをまたがって行くのか，２メートル幅で

は機械がギリギリだと思います。用水をそこから入れるということになれば，西の田ま

で入るのかが気になります。 

（農地担当） 残地部分についての営農については，承諾されていますので問題はないのかなと思い

ます。 

（１４番委員）残地部分，申請地西側の農地が適切に営農されるようにお願いいたします。 

（農地担当） 先ほど髙谷委員からの説明がありましたように，息子さんが主となって営農されてい

ますので問題ないと思います。 

       現地調査時には何かありませんでしたか。 

（８番委員） 現地で地図と残地，細長い部分，私から事務局にこれだけ残して家を建てるのですか

質問しました。多分，用水の取口とか，何かあって残すのかなと，農家住宅で親子間家

ということは判断できていました。でもこの進入路は何のためかと疑問は抱いていたの

ですが，別段問題がないと現地で判断いたしました。 

（農地担当） 現地調査の情況を伺ったのですが，総会でこのような話がある以上，総会の意見とし

て奥の農地への進入を妨げないような農地転用をすること申し付けるようにしたいと思

いますがいかがでしょうか。 

（３番委員） 奥側は，住宅を建てるのではないかと思います。 

       宅地になるのではと思います。 

（農地担当） 奥の部分は，一般住宅は難しいと思います。 

（主任）   ４４番については，農振農用地からの除外をしてからの転用申請になっていますので，

奥の農地も農用地でありますので，第三者の家を建てるのは厳しい所だと考えています。 

（農地担当） 先ほど，提案をしましたが，奥の農地に入れるような農地転用とすることを申し付け

て審議させていただければと思います。 

       西側農地への進入が難しいのであれば，申請地の敷地を経由しての進入を確保するこ

とが望ましとする意見を付して審議させていただければと思います。 

       何か，ご意見ございませんでしょうか。 

（委員）   なし。 

（農地担当） それでは，奥の農地への進入に問題がないよう取り計らうことが望ましいという農業

委員会からの意見を付けまして，許可することにご異議ありませんか。 

（委員）   異議なし。 

（農地担当） 意見を付けまして，４４番は許可されました。 

 

 

   【議案第４号 農地転用事業計画変更承認申請について】 

 

（農地担当） 議案第４号．農地転用事業計画変更承認申請については，先ほどの関連案件として承

認されています。 

 

【議案第５号 総社市所有公共用財産の用途廃止申請に伴う意見について】 
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（農地担当） 続きまして議案第５号，総社市所有公共用財産の用途廃止申請に伴う意見について，

を議題といたします。それでは，事務局より説明をお願いいたします。 

（主事）  【議案第５号 総社市所有公共用財産の用途廃止申請に伴う意見について朗読】 

 

【受付番号６番】 

 

（農地担当） 事務局から説明がりました久代地内の用途廃止，用悪水路が２筆，田が１筆の申請で

あります。１１番委員に調査を行ってもらっています。１１番委員お願いいたします。 

（１１番委員）先日，竹内委員と現場確認をしました。申請地は私の記憶では昔から擁壁があって，

まっすぐにＵ字溝がありました。土地の所有者に確認すると親の代からなっていた。用

水があるので現況に合わせるということで問題ないと思います。 

（農地担当） 今回の用水，図面上廃止になるということで，現場の用水をつつくものではないです

ね。 

（１１番委員）現状に合わせるということです。 

（農地担当） 今回，用途廃止を行っても現状の水路に変更があるものではないということですね。 

（１１番委員）そうです。 

（農地担当） 周辺の営農にも問題はないということですか。 

（１１番委員）問題ありません。 

（農地担当） この件につきまして，何かご質疑，ご意見ございませんでしょうか。 

（委員）   なし。 

（農地担当） それでは，用途廃止につきましては，周辺の営農状況に問題なしと回答してよろしい

でしょうか。 

（委員）   異議なし。 

（農地担当） 用途廃止を行っても周辺の営農状況に支障なしと回答させていただきます。 

 

 

【議案第６号 農用地利用集積等促進計画について】 

【議案第７号 農用地利用集積等促進計画について】 

 

（農地担当） 続きまして議案第６号，農用地利用集積等促進計画について，を議題といたしますが，

この後の議案第７号も農用地利用集積等促進計画になっています。第６号が所有権移転。

第７号議案が利用権設定に関わるものとなっています。まず，第７号の議案につきまし

て，農林課から説明をお願いいたします。 

（農林課主事）説明をさせていただきます。 

       川西の農業委員の皆様には，昨年，報告させていただいていましたが，草田地区にお

いて地元の協力もあり担い手である●●●●●●●●●●●●●●●，●●●●●●●

●●の組合員に対して，農地の集積・集約化の話がまとまりました。今回，提出させて

いただいた議案は，これらの担い手へ関する農地利用集積等促進計画であります。農地

利用集積等促進計画が確定した際には，地区全体の農地集積率は８０パーセントを超え
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る見込みであります。この度，大規模に農地の集積・集約化が進んだことから，国の補

助金である機構集積協力金を活用する見込みで，県とも協議し進めてきたところですが，

昨年末に県から国庫補助の要件変更の可能性があり，早期対応の打診がありました。本

来４月契約のものを今回審議していただくものです。機構集積協力金につきましては，

農地中間管理機構への貸付面積に応じて地域への協力金ということで，交付される仕組

みとなっており，今回の取り組みによる補助額は，概ね●●●から●●●程度を見込ん

でいます。なお，●●●●●●●●●●●●●●●についてですが，●，●●地区で営

農実績があり米，野菜のほかブドウなどの果樹も栽培しています。草田地区での作付け

内容は決まっていませんが，農地の環境や土壌の結果により今後決まっていくと聞いて

います。今回は地域での話がまとまったタイミングでもあり，草田地区の集積結果を報

告させていただきました。今後，地域の大規模な集積計画につきましては，委員の方々

と情報共有しながら農地の集積・集約化を進めていければと考えております。このよう

な事例があった場合は報告させていただきますとともに，このような事案があった場合

は，情報提供をよろしくお願いいたします。 

       最後に，議案第７号，農地利用集積等促進計画について一部修正箇所がありますので，

併せて説明させていただきます。 

       お手元に配布しております資料を確認していただければと思います。 

       ２９ページにつきましては，記載事項に誤りがありましたので，権利設定するもの●

●●●さんから●●●●へ修正しています。３９ページにつきましては，一部が漏れて

いたため番号２８０，２８１番追加しています。それに伴い１８ページの面積及び件数

を修正するものです。 

       以上で，説明を終わります。 

（農地担当）  議案第７号の説明部分が多かったのですが，議案第６号から審議をしていきたいと 

思います。 

        事務局ら利害関係人の退室を含め説明をお願いいたします。 

（主事）    １４番委員になります。 

 

【１４番委員 退室】 

 

（主事）   【議案第６号 農用地利用集積等促進計画について朗読】 

（農地担当） 事務局から説明ありましたとおり，中間管理機構を通じた所有権移転にお関する 

議案であります。質問等ございましたらお願いいたします。 

（委員）   なし。 

（農地担当） なければ採決いたします。 

原案どおり承認してもよろしいでしょうか。 

（委員）   異議なし。 

（農地担当） それでは，原案のとおり承認といたします。 

 次に議案第７号について，審議させていただきます。 

（主事）   議案第７号についてですが，利害関係人の方がおられますので，退室をお願いしたい
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と思います。 

１４番委員に加えて３番委員になります。 

 

                  【３番員退室】 

 

（会長代理） ３番員が退室されましたので，私が進行させていただきます。 

       議案第７号，農用地利用集積等促進計画について議題といたします。 

       事務局より説明をお願いいたします。 

（主事）  【議案第７号，農用地利用集積等促進計画について朗読】 

（会長代理） それでは内容を見ていただいて，質問がありましたらお願いをいたします。 

（委員）   なし。 

（会長代理） 質問等がないようでしたら，原案どおり承認してもよろしいでしょうか。 

（委員）   異議なし。 

（会長代理） それでは，原案のとおり承認といたします。 

（杉岡委員） よろしいでしょうか。 

（会長代理） どうぞ。 

（杉岡委員） 承認することについては問題ないのですが，このような件が起きて１０月の総会でも

話をさせていただいたかと思います。 

今回のような話があるのであれば，地元の推進委員もしくは農業委員へ一言あっても

いいのではないかと思います。最初の段階では，１０月でしたか預かっていた田んぼの

件で，出来ないからということで断ったら，地元の自治会長，流動化推進委員の方は，

持ち主の方にここは農業組合，こっちはどこというように振り分けているから，私の田

んぼは預かってもらえないのですというような話がありました。その時に申し上げたの

ですが，この地区以外にも下倉地区には，荒地とか，私も預かっています。全て私の田

はありません。全部預かりものです。私も考えていますけれど，地元の意見もそうです

が，荒地とかをなくすのであれば，農業委員とかを交えて話をしないと，今回は草田地

区だけです。下倉地区全体を見たときには，荒地が多くて，水利権等の問題があって作

っていた者が水の取り合いとかをやめてしまうなどの問題が起きています。私も流動化

もやっていますが，何の話もなくてこのような状態が起きている。推進委員とか農業委

員とかはどのような扱いになるのですか。これ以外にも，私の住んでいるすぐ近くにも

田が小さく困っていて，耕作してくれる人を探して辞めたいです。下倉地区ですけれど

も槻部落，塩田地区とからも相談が沢山あります。私は下倉全体の問題なのです。推進

委員としては。草田地区だけを進めて，それ以外は何もしないものですか。 

（会長代理） 事前に相談をするべきではないかということで，よろしいでしょうか。 

（杉岡委員） そうです。 

       一言も話がなったのです。 

       私が草田地区の田を預かっていて，農業法人が来るからということを聞いたから。 

       草田地区は，組合がするなど地元がしていて，持ち主は預けたくても預けられない。

もう少し，全体のことを考えて流動化などを県，市とかが，その地区だけではなく，意
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見を取りまとめてしていただかないと，下倉地区以外の地区も同じような問題が出てく

ると思います。もう少し農業委員会として，このような事をするのであれば説明など，

都合の良いことはしていますが，パフォーマンスで終わるのでなくて，するのであれば，

意見とか特に地元との関係をするべきだと思う。パフォーマンスに過ぎない。 

（会長代理） 今の件について，事務局からお願いします。 

（農林課係長）貴重な意見ありがとうございます。 

       昨年度，川西の農業委員さんへ一報させていただいておりまして，昭和地区をはじめ

企業と農業委員さんとを繋げて，現地を見ていただく流れがありました。その後，企業

から草田地区を選ばれました。草田地区の流動化推進員さんもおられました。地元の自

治会が拠点となって地域でまとまったという経緯で先ほど説明しました集積率になって

います。農業委員，最適化推進員の協力なしに農地の集積・集約が進んでいかないとい

うことは担当課としても強く認識しています。一緒に協力しながら進めさせていただけ

ればと思っているところであります。 

（会長代理） この度につきましては，不十分ではないかと。 

（杉岡委員） 不十分ではないのです。 

       やるのであれば，パフォーマンスではなくて，積極的にすることをして欲しい。 

       どうして，このような話があった時に，１０月の時点で私に地主さんが私に返すと言

った時に知らなかったら，地主さんとかに話をして，私の知り合いも預かってくれない

から，私に耕作してくれと言われたのですが断っていたのです。そこは耕作されていな

いのです。ここで言った段階で，地元の自治会長などの方，流動化推進委員の方が取り

払ってその地区を入れるようにしたのです。●●●も９月頃でしたか自分が預かってい

る所は，草を刈って今年は帰ります。新年度からするということになっていたのです。

また機械とかを持ち込んで耕作放棄地を刈られたのです。私が言ってなければ二度手間，

三度手間になっていたのです。何のための農業委員とか流動化推進委員とか，下倉地区

は私一人で何の情報もないのです。地元の方の意見も聞いていないのです。自治会長と

か流動化推進委員の方も。 

（会長代理） 地元に何ら詳しい話が来ていないのではないかというところが問題。 

（杉岡委員） 自治会長と流動化推進委員だけで，農林課がしているから地主の方など全体を見て草

田地区だけでも見まわさずにしているのです。するのであれば地区全体のことを考えて

地元で説明会をするのが当たり前ではないのですかと言うことです。 

（会長代理） 一部の者しか知らないのではないかということですか。 

（杉岡委員） そうです。 

（会長代理） 今後の問題もありますから，いかがですか。 

（農林課係長）地域の地主さんのこと気にしていただいていると思うのですが，草田地区の地主さん

をはじめ，地域の皆様に対しては，夏に地元説明会を行っています。そこには●●●●

の代表の方，住民の方２０名以上に参加いただき地域説明会を開催させていただいたと

ころです。地元の貸し出したいという意向についても，地元の流動化推進委員さんをは

じめ，地域をよく回っていただいておりまして，ほぼ全員の意向を聞いていただいてい

ると聞いております。 
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       以上です。 

（会長代理） まだ，不十分なところがあるではないかと。 

（杉岡委員） 地元の方が，言いたくても言えない場なのです。女性の方，年老いた方。 

       なぜ，私に土地を預かってくれとかという話が来るのですか。 

       言いたくても言えない場を作っていて，槻，草田，塩田とか地区があるのですけど，

その地区を私一人がしていて，耕作してもらいたいということが来ます。私は気軽に話

をするから来ます。その地区で，そのような方を農林課が行って話をした時には，自治

会長とかと話をした者が会議の場で言われたら，言いたくても言えない。分かりますか。

推進委員をしている私なり，流動化推進員は農林課です。どうして農林課と農業委員会

があって両方を活用して上手にするとか考えない。横の繋がりを作らないのですか。 

（農林課係長）流動化推進委員さんは１３６名います。その中には農業委員，最適化推進委員の方も

流動化推進員ということになっています。今後も連携は必要だと思っています。 

（会長代理） 説明では，十分ではないかと思いますけれど。 

       話し合いの場で，声が出せない方がいるので，その方が話せる場をということでよろ

しいでしょうか。 

 しばらく休憩します。 

 

【休憩 午後３時２５分から午後３時３６分まで】 

  

（会長代理） 休憩前に続き会議を再開します。 

       議案第７号，農用地利用集積等促進計画について他に質問はありませんか。 

（委員）   なし。 

（農地担当） なければ採決いたします。 

原案どおり承認してもよろしいでしょうか。 

（委員）   異議なし。 

（農地担当） それでは，原案のとおり承認といたします。 

       入室をお願いいたします。 

    

【３番委員，１４番委員 入室】 

 

 

   【報告第１号 農地法第３条の３の規定による農地等の相続等の届出の受理の決定について】 

 

（農地担当） それでは，報告事項に入ります。報告第１号，事務局より説明をお願いいたします。 

（主事）   【報告第１号 報告書について朗読】 

 

 

【報告第２号 農地法第４条の規定による農地等の転用届出の受理の決定について】 
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（農地担当） 次に，報告第２号，事務局より説明をお願いいたします。 

（主事）   【報告第２号 報告書について朗読】 

 

 

【報告第３号 農地法第５条の規定による農地等の転用届出の受理の決定について】 

 

（農地担当） 次に，報告第３号，事務局より説明をお願いいたします。 

（主事）   【報告第３号 報告書について朗読】 

 

 

【報告事項】 

 

（農地担当） ４８ページ以降は，その他報告事項となっております。お目通しください。 

本日提出された議案につきましては，全て終了といたします。 

本日の許可件数は，３条関係が９件，４条関係が 1件，５条関係が６件，農地転用事

業計画変更承認について，総社市所有公共用財産の用途廃止申請に伴う意見について，

農用地利用集積等促進計画についてそれぞれ承認とさせていただきました。 

本日許可された議案につきましては，速やかに許可書を交付することといたします。

また，開発許可が必要なものにつきましては，同日許可とし許可書を交付いたします。    

以上で日程第３の付議事件の審議を全て終了いたしました。ご協力ありがとうござい

ました。 

（会長）   ありがとうございました。それでは，日程第４その他に入ります。 

委員の方から何かありませんか。 

（１４番委員）議案第６，７号でもあったのですが，企業参入がされているという状況であります。

●●●においては，行政が集配施設を設置し企業へ貸し出しを行っている。総社市にお

いても企業参入があるのであれば，各地域で地域計画を策定する中において，作物など

を選びながら，地域を決めてそこに行政が出荷施設を設けたり直売所を設けたりして，

地域の担い手が，スムーズに作付けが出来るような状況を作っていけばと思います。そ

うすれば地域農業の遊休化がなくなり担い手も安心して作れる状況が構築できるのでは

ないかと思います。市の力入れをお願いしたいと思いますので，よろしくお願いいたし

ます。 

（会長）   他にありませんか。 

（委員）   なし。 

（会長）  私から，総社市優良農業者表彰守谷基金による優良農業者候補者の推薦について報告し 

ます。令和７年１２月４日付けで，総社市長から推薦依頼があり，委員の皆様に１２月 

２４日までに，推薦をお願いしておりましたが，推薦はありませんでした。 

したがって,今回農業委員会からの推薦はなしということで回答してよろしいでしょう 

か。 

（委員）  異議なし。 
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（会長）  それでは，推薦なしで回答することにします。 

      続きまして，総社市農林課より，総社農業振興地域整備計画策定に関するアンケート調

査の依頼があったことについて事務局から説明をお願いします。 

（主事）  本市においては，総社農業振興地域整備計画の見直しを進めております。それに伴うア

ンケート調査を依頼が担当課である農林課から農業委員会あてに依頼がありました。委員

の方々にも個人としての依頼が来ているものと思います。それとは別に農業委員会あてに

もありまして，農業委員会としてアンケートの回答を作成するうえで，それぞれの委員か

らの意見を集約するのが本来でありますが，人数も多いため困難と考えます。そこで，運

営委員会で意見を集約したものを農業委員会としての回答としたいと考えております。農

林課からの回答期限は１月３１日までとなっています。 

      回答内容につきましては，委員の方へ後日，郵送にて回答内容を共有させていただけれ

ばと思います。 

（会長）  ありがとうございました。 

先ほど事務局から説明があったとおり，運営員会で回答を作成し，後ほど結果を郵送す

る形で報告をさせていただきたいと思いますが，よろしいでしょうか。 

（委員）  異議なし。 

（会長）  それでは，運営委員会で回答を作成し，後日回答結果を報告させていただきます。 

以上，私からの報告とさせていただきます。 

次に，事務局から事務連絡をお願いします。 

（主任）   【事務連絡】 

（会長）   それでは，会長代理より閉会の挨拶をお願いいたします。 

（会長代理） 【閉会挨拶】  

以上でございます。今日はお疲れ様でございました。 

 

 

閉会 午後３時４８分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


